
　
外
国
人
住
民
が
住
民
基
本
台
帳
法
の
適
用
対
象
と
な

る
こ
と
か
ら
、
外
国
人
住
民
に
も
住
民
票
が
作
成
さ
れ

ま
す
。
日
本
人
住
民
と
外
国
人
住
民
の
住
民
票
が
世
帯

ご
と
に
編
成
さ
れ
、
複
数
国
籍
世
帯
（
外
国
人
と
日
本

人
で
構
成
す
る
世
帯
）
に
つ
い
て
世
帯
全
員
の
記
載
さ

れ
た
住
民
票
の
写
し
な
ど
の
発
行
が
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。

　
基
本
的
に
は
、
観
光
な
ど
の
短
期
滞
在
者
な
ど
を
除

い
た
、３
カ
月
を
超
え
て
適
法
に
在
留
す
る
外
国
人
で
、

住
所
が
あ
る
人
に
つ
い
て
住
民
票
を
作
成
し
ま
す
。

　
新
た
に
住
民
票
を
作
成
す
る
の
は
次
の
よ
う
な
人
で
す
。

　

日
本
に
入
国
・
在
留
す
る
外
国
人
が
年
々
増
加

し
て
い
て
、
日
本
人
と
同
様
に
外
国
人
住
民
に
対

し
基
礎
的
行
政
サ
ー
ビ
ス
を

提
供
す
る
た
め
の
基
盤
と
な

る
制
度
が
必
要
と
な
っ
て
い

ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
外
国
人
住
民

を
住
民
基
本
台
帳
法
の
適
用

対
象
に
加
え
、
外
国
人
住
民
の
利
便
性
の
増
進
な

ど
を
図
る
た
め
の
「
住
民
基
本
台
帳
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（
改
正
住
基
法
）」
が
国
会
で
成

立
し
ま
し
た
。
施
行
は
入
管
法
等
改
正
法
の
施
行

の
日
（
平
成
24
年
７
月
９
日
）
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

8広報いが市
2012. 2. 1

　
５
月
27
日
㈰
に
開
催
す
る
青
山
高
原
つ
つ
じ

ク
ォ
ー
タ
ー
マ
ラ
ソ
ン
大
会
の
参
加
賞
T
シ
ャ

ツ
の
図
案
を
募
集
し
ま
す
。

◆

応
募
規
定

①
応
募
は
一
人
１
点
の
み

②
住
所
・
氏
名
・
年
齢
・
性
別
・
作
品
の
説
明
・

　
Ｔ
シ
ャ
ツ
の
希
望
サ
イ
ズ
（
S
・
M
・
L
・
LL
）

　
を
作
品
の
裏
へ
必
ず
記
載
す
る
こ
と
。

③
媒
体

○
紙
媒
体

　
A4
版
白
色
画
用
紙
を
使
用
す
る
こ
と
。

○
画
像
フ
ァ
イ
ル

　

CD
１
枚
に
出
力
し
た
も
の
と
A4
サ
イ
ズ
に
プ

　
リ
ン
ト
し
た
も
の（
裏
面
に
②
を
記
載
）。フ
ァ

　

イ
ル
形
式
は
Ｊ
Ｐ
Ｅ
Ｇ
・
Ｇ
Ｉ
Ｆ
な
ど
一
般

　

的
に
広
く
使
用
さ
れ
て
い
る
形
式
を
使
用
す

　
る
こ
と
。

◆

応
募
の
注
意　

①
大
会
名
称
（
次
の
日
本
語
ま
た
は
英
語
）
を

　
必
ず
図
案
に
含
め
る
こ
と
。

○
日
本
語

　
「
第
25
回
青
山
高
原
つ
つ
じ
ク
ォ
ー
タ
ー
マ
ラ

　
ソ
ン
大
会
」 青

山
高
原
つ
つ
じ

ク
ォ
ー
タ
ー

マ
ラ
ソ
ン
大
会

T
シ
ャ
ツ
の

イ
ラ
ス
ト
を

募
集
し
ま
す

 

①
中
長
期
在
留
者

　

 （
在
留
カ
ー
ド
交
付
対
象
者
）

　

在
留
資
格
を
持
っ
て
日
本
に
在
留
す
る
外
国
人
で
、

３
カ
月
以
下
の
在
留
期
間
や
、
短
期
滞
在
・
外
交
・
公

用
の
在
留
資
格
が
決
定
し
た
以
外
の
人
。

　
▼
改
正
後
の
入
管
法
の
規
定
に
基
づ
き
、
上
陸
許
可

　
等
在
留
に
係
る
許
可
に
伴
い
在
留
カ
ー
ド
が
交
付
さ

　
れ
ま
す
。 

②
特
別
永
住
者

　
入
管
特
例
法
に
よ
り
定
め
ら
れ
て
い
る
特
別
永
住
者
。

　
▼
改
正
後
の
入
管
特
例
法
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
別

　
永
住
者
証
明
書
が
交
付
さ
れ
ま
す
。

③
一
時
庇
護
許
可
者
・
仮
滞
在
許
可
者

○
入
管
法
の
規
定
に
よ
り
、
船
舶
な
ど
に
乗
っ
て
い
る

外
国
人
が
難
民
の
可
能
性
が
あ
る
場
合
な
ど
の
要
件
を

満
た
す
と
き
に
一
時
庇
護
の
た
め
の
上
陸
の
許
可
を
受

け
た
人
（
一
時
庇
護
許
可
者
）

○
不
法
滞
在
者
が
難
民
認
定
申
請
を
行
い
、
一
定
の
要

件
を
満
た
す
と
き
に
仮
に
日
本
に
滞
在
す
る
こ
と
を
許

可
さ
れ
た
人
（
仮
滞
在
許
可
者
）。

　
▼
当
該
許
可
に
際
し
て
、
一
時
庇
護
許
可
書
ま
た
は

　
仮
滞
在
許
可
書
が
交
付
さ
れ
ま
す
。

④
出
生
に
よ
る
経
過
滞
在
者
ま
た
は
国
籍
喪
失
に
よ
る

　
経
過
滞
在
者

　
出
生
ま
た
は
日
本
国
籍
の
喪
失
に
よ
り
日
本
に
在
留

す
る
こ
と
に
な
っ
た
外
国
人
。 

　
▼
入
管
法
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
事
由
が
生
じ
た
日

　
か
ら
60
日
に
限
り
、
在
留
資
格
を
有
す
る
こ
と
な
く

　
在
留
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※詳しくは、総務省のホームページ（http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/　
　c-gyousei/zairyu.html）をご覧ください。
【問い合わせ】　住民課　☎ 22-9645　FAX   22-9643

外
国
人
住
民
の
住
民
基
本
台
帳
制
度
に
つ
い
て

外
国
人
住
民
の
住
民
基
本
台
帳
制
度
に
つ
い
て

外
国
人
住
民
が
、
住
民
基
本
台
帳
法
の
適
用
対
象
に
新
た
に
加
わ
り
ま
す
。

≪

改
正
の
ポ
イ
ン
ト≫

　
外
国
人
住
民
に
も
住
民
票
を
作
成
し
ま
す
。
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　支給の対象になる被保険者（被用者保険の人は除く。）には１月末に申請書を郵送していますので、忘れず申請
してください。ただし、平成 22年８月から平成 23年７月までの間に①市を越える転居をし、加入する保険が変
わった人②ほかの医療保険から国民健康保険や後期高齢者医療保険に移った人は、申請対象となる旨のお知らせ
ができない場合があります。支給に該当すると思われる場合には、下記担当へご相談ください。

＊同一世帯の全員が市民税非課税で、それぞれの所得が必要経費・控除（年金の所得は控除額を 80万円として計算）
　を差し引いたときに０円となる世帯です。

■限度額

所得区分 ①後期高齢者医療制度と
介護保険の合計自己負担額

②国民健康保険と
介護保険の合計自己負担額
（70～74歳の人がいる世帯）

③国民健康保険と
介護保険の合計自己負担金額
（①②以外の世帯）

一定以上所得者 67 万円 126万円
一　般 56 万円 67万円

低所得者（市民税非課税）
Ⅱ 31万円

34万円
Ⅰ＊ 19万円

高額医療・高額介護合算療養費制度
◆国民健康保険または後期高齢者医療保険と、介護保険の両方を受けている世帯が対象です。◆

　医療保険と介護保険によって、私たちはその費用の
一部を負担すれば、医療や介護サービスを受けられま
す。また、高額療養費制度などがあり月単位で限度額
を設けて自己負担額を軽くする制度もあります。しか
し、長期間にわたって医療や介護サービスを受ける場
合は家計の負担は軽くありません。そこで医療と介護
サービスの両方を利用した場合に年単位で自己負担の
軽減を図る制度が高額介護合算療養費制度です。
　具体的には、世帯内の国民健康保険・後期高齢者医
療制度の被保険者全員が１年間（平成 22年８月～23 年

７月）に支払った医療保険と介護保険の自己負担額※１を
合計し、限度額（世帯の所得状況により限度額は異な
ります。下表参照）を超えた金額を支給※２します。
※１医療機関などに支払った一部負担金（70歳未満の
　　場合、医療保険分については一つの医療機関で同
　　月内に 21,000 円以上支払った一部負担金）から
　　高額療養費などの払い戻し相当分を差し引いた金
　　額が対象となります。
※２医療保険は支給額が 500 円以下の場合は支給の対
　　象となりません。

【問い合わせ】
・後期高齢者医療について…保険年金課　☎ 22-9660　ＦＡＸ 26-0151
・介護保険について…………介護高齢福祉課　☎ 26-3939　ＦＡＸ 26-3950
・国民健康保険について……保険年金課　☎ 22-9659　ＦＡＸ 26-0151

○
英
語

　
「The 25th Annual Tsutsuji  Q

uarter   

　

M
arathon in Aoyam

a Highlands

」

②
自
作
未
発
表
の
も
の

③
色
数
は
白
色
・
黒
色
の
ほ
か
、
３
色
以
内

◆

応
募
方
法　
郵
送
ま
た
は
持
参

◆

応
募
期
限　
３
月
30
日
㈮
必
着

◆

審
査
結
果
発
表

　

最
優
秀
賞
・
優
秀
賞
に
選
ば
れ
た
人
に
は
直

接
通
知
し
、
開
会
式
で
表
彰
し
ま
す
。

◆

賞
○
最
優
秀
賞
：
１
点

　

 （
１
万
円
相
当
賞
品+

応
募
作
品
Ｔ
シ
ャ
ツ
）

○
優
秀
賞
：
２
点

　

 （
５
千
円
相
当
賞
品+

応
募
作
品
Ｔ
シ
ャ
ツ
）

○
入　
選
：
若
干
名

　

 （
応
募
作
品
Ｔ
シ
ャ
ツ
）

◆

そ
の
他

　

最
優
秀
作
品
を
使
用
し
ま
す
が
、
一
部
補
正

す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

作
品
の
著
作
権
は
、
大
会
実
行
委
員
会
に
帰

属
し
ま
す
。

※
応
募
作
品
は
返
却
し
ま
せ
ん
。

【
応
募
先
・
問
い
合
わ
せ
】

　
〒
５
１
８・
８
５
０
１

　
伊
賀
市
上
野
丸
之
内
１
１
６
番
地

　

青
山
高
原
つ
つ
じ
ク
ォ
ー
タ
ー
マ
ラ
ソ
ン
大

会
実
行
委
員
会
事
務
局
（
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
内
）

　
☎
22
・
９
６
８
０　
ＦＡＸ 

22
・
９
６
９
２


